
三井住友海上経営サポートセンター 

＜講師＞ 

倉重・近衞・森田法律事務所 

代表弁護士  

倉重 公太朗 （くらしげ こうたろう） 氏 
 

第一東京弁護士会所属、第一東京弁護士会労働法制委

員会外国法部会副部会長、経営法曹会議会員、日本人

材マネジメント協会（ＪＳＨＲＭ）執行役員。 

労働法専門弁護士、労働審判・仮処分・労働訴訟の係

争案件対応、団体交渉（組合・労働委員会対応）、労

災対応（行政・被災者対応）を得意分野とする。使用

者側の労働紛争が専門。 

 
 

「働き方改革関連法」 

省令・指針を踏まえた解説セミナー 

１． 「働き方改革関連法」の全体像 

２． 「時間外労働の上限規制」 

（労働基準法・労働安全衛生法） 

３． 「年５日の年次有給休暇の確実な取得」 

（労働基準法） 

４． 新ガイドラインをふまえた「同一労働同一賃金」への実

務対応 

（パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法） 

等 

日 時 ：２０１９年７月１１日（木）１４：００～１６：３０（１３：３０開場） 

場 所 ：三井住友海上 仙台ビル １０階会議室（裏面地図のとおり） 
（住所：宮城県仙台市青葉区一番町２－５－２７） 
※駐車場はご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用ください。 

参加費 ：無 料 

定 員 ：企業経営層の方５０名（１社２名様までに限らせていただきます） 

申込方法 ：三井住友海上ＨＰトップページの「セミナー情報」よりお申込みください。 
      https://ms-seminar.smktg.jp/public/ 

       ・ＦＡＸをご使用の場合は、裏面申込書にご記入のうえお申込みください。 
※当社から折り返しのご連絡はいたしません。当日、会場にてお名刺を頂戴いたします。 
※事前のお申込みがない場合は、ご入場いただけないことがあります。 

申込締切 ：２０１９年７月４日（木） 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

本年４月から働き方改革関連法が施行されました。間違いがない実務を進めるためには事前に関係省庁から発表済

みの省令・指針・Ｑ＆Ａ・ガイドラインを網羅する対応が必要ですが、情報量が多く対応に苦慮されている経営者さま・

人事総務担当者さまも多いようです。 

本セミナーでは、重要度・緊急性の高い「時間外労働の上限規制」「年５日の年次有給休暇の確実な取得」「同一労

働同一賃金」にポイントを絞って、労働法を専門とする経験豊富な弁護士より、省令・指針・Ｑ＆Ａ・ガイドライン及び

裁判例等を踏まえ、実務対応に活用できる最新情報を分かりやすく解説いただきます。 

定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。

法施行後の最新情報！！ 

「働き方改革関連法」省令・指針を踏まえた解説セミナー 

～時間外労働の上限規制・年５日の年休の確実な取得・同一労働同一賃金などへの対応～ 

ご挨拶                     （14:00～14:10） ＜ご挨拶＞ 14:00～14:10 

＜講 演＞ 14:10～16:30 

（裏面をご覧ください⇒） 

三井住友海上経営サポートセンター  ≪７月期≫ 
経営セミナー ＜仙台開催＞ 定員５０名 ［参加費無料］ 



 

 

 

 

 

 

 

【会場案内図】 

 

 
 

貴社名（業種） 所在地 

                    

       （業種         ） 
〒    
                       

ＴＥＬ ＦＡＸ 

       －       －                 －       －          

 
【ご出席者】（１社２名様までに限らせていただきます） 

お名前 ご所属・役職 

                   様                        

                   様                        

【三井住友海上社内使用欄】 

担当部課          部支店        課支社        担当         

 【お願い】 同業にあたるお立場の方、個人の方、その他弊社の判断により、セミナーへのご参加をご遠慮いただく場合がございます。その場合

の理由等については、ご説明致しかねますので予めご了承ください。また、本申込書にご記入いただいたお客さまの情報は、弊社な

らびに弊社グループが今後開催するセミナーのご案内や当セミナーに関連する保険商品・サービス等のご案内のために利用させて

いただくことがあります。また、お申込み内容をセミナー講師にお知らせすることがあります。          １９－セ－００５  

※三井住友海上では、外部専門家と連携し、企業･法人経営者の皆様に有益な情報をご提供いたしております。 

７/１１（木）「働き方改革関連法」省令・指針を踏まえた解説セミナー 

参加申込書 

ＦＡＸ：０２２－２２１－９０２４ 

三井住友海上火災保険（株） 仙台支店・スタッフ席 結城 宛て 

※弊社HP「セミナー情報」でお申込済みの場合には、FAXでの重ねてのお申込みは不要です。 

【会 場】  
三井住友海上 仙台ビル １０階会議室 
仙台市青葉区一番町2－5－27 

① ＪＲ仙台駅より徒歩 およそ１５分 

② ＪＲ仙石線あおば通駅より徒歩およそ１０分 

③ 仙台市営バス・青葉通一番町バス停より 

徒歩およそ３分 

④ 仙台市営地下鉄東西線・青葉通一番町駅 

より徒歩およそ１分 

⑤ 仙台市営地下鉄南北線・広瀬通駅より徒歩 

およそ１５分 
＊ご来場の際には電車をご利用ください。 

 駐車券のサービスや、駐車場のご用意は 

ございませんのでご了承願います。 
 
【セミナー事務局】  

三井住友海上火災保険株式会社 
仙台支店スタッフ席 (担当：結城) 
ＴＥＬ ： ０２２－２２１－８６０１ 


